
平成 26 年（2014 年）11 月 22 日 
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 第 186 回通常国会において上程され、第 187 回臨時国会で継続審議が行なわれてきまし

た「公認心理師法案」は、11 月 21 日の衆議院の解散に伴い、廃案となることが決定いた

しました。 

 「公認心理師法案」について、私たち開業臨床心理士協会は、全会員の総意により、「臨

床心理学という学問がまったく軽視されていること」「医師の指示条項があること」「大

学卒業者にも受験資格が与えられていること」などの理由により、この法案には強く反対

し、その修正を求めてまいりました。  

今回、衆議院の解散により、クライエントと臨床心理士の双方に多大な損害と悪影響を

与える危険のある、この不十分な法案が廃案になりましたが、現行の「臨床心理士資格」

に準ずる真にクライエントの方々の手助けに役立つ国家資格を制定することができなかっ

たことについては、非常に残念に思っております。 

 現行の「臨床心理士資格」に準ずる、真にクライエントの方々の手助けに役立つ国家資

格化のために、日本の臨床心理士界及び臨床心理学界をリードする指導部の方々、とりわ

け臨床心理関連四団体（日本心理臨床学会・日本臨床心理士認定協会・日本臨床心理士会

・日本臨床心理士養成大学院協議会）の執行部の方々が、クライエントの方々の利益と臨

床心理士の総意とに基づいて、国家資格制定への一丸となった運動に真摯に取り組んでい

ただきますよう、ここに改めて強く要望いたします。  

 また、開業臨床心理士協会の全会員も、国家資格はどうあるべきかを引き続き討議、検

討していく所存ですが、一人一人の臨床心理士におかれましても、指導部任せの他人事で

はなく、真にクライエントの手助けに役立つ、そして現場の臨床心理士にとって必要な国

家資格とはどうあるべきかを、もう一度考えていただきたく、お願いいたします。  
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